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平成 29 年 10 月 27 日 
各 位 

Ｓ Ｅ ホ ー ル デ ィ ン グ ス ・ ア ン ド ・ 
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著作権法違反の疑いによる書類送検に関するお知らせ 

 
  当社の連結子会社である株式会社ゲームグース（以下「ＧＧ」という。）及び同社の従業員１名が、平成 29 年 9

月 15 日付けで、同社が運営するゲームセンター、ゲームグース吉祥寺店が仕入れた景品の一部に関する著作権法違反

の疑いで、東京地方検察庁に書類送検されたとの事実を確認いたしましたので、その旨をお知らせいたします。 

  関係者の皆様には、ご心配とご迷惑をおかけしておりますことについて、深くお詫び申し上げます。 

記 

 １．本件の概要 

  本年３月、所轄警察署による捜査を端緒として、同店が取り扱っていた景品の一部について、適切に権利処分がなさ

れていない商品（著作権侵害物品）であることが判明しました。ＧＧの取扱い景品は全て業者から購入していたもので

あり、ＧＧとしては業者が提供する商品は全て正規品であるとの認識でいたものであります。 

  その後、当局における調査が行われ、ＧＧは著作権侵害物品であると認識していなかった旨疎明を続けたものの、遺

憾ながら、著作権侵害物品の流通に関与した疑いにより今回の事態となったものです。 

  

 ２．対策及び今後について 

  ＧＧでは本件を重く受け止め、本年４月以降、各店舗が扱っている景品を全て確認し、正規品と確認できない商品は

撤去し、また、正規品のみを取扱っていると確認した業者以外との取引を既に停止しております。また、全取引業者と

の間で、新たに、取扱商品が正規品である旨の覚書締結を進めるとともに、商品の取引に関する社内体制の見直しを図

り、再発防止に努めております。また、これまでの警察の調査にも全面的に協力してまいりました。 

  今後も徹底した再発防止策を進めるとともに、検察庁の捜査に全面的に協力してまいります。 

 

  今後、本件に関しまして、新たに開示すべき事実等が判明した場合は、速やかにお知らせしてまいります。 

    

以 上 

 

  


